
平成２８年 第１１回伊仙町農業委員会総会議事録 

 

１、開催日時 平成２８年１１月１６日（金）午前９時００分～ 

 

２、開催場所 選挙管理委員会会議室 

 

３、出席委員（１４人） 

会長         １番 藤島 正廣 

会長職務代理者    ２番 永岡 和男 

委員         ３番 福山 宣太 

               ４番 田中 秀樹 

               ５番 義山 太志 

               ６番 牧本 和英 

               ７番 稲村 英治 

               ８番 喜崎 徳吉 

               ９番 西   彦二 

              １０番 義山 原康 

              １１番 政岡 廣子 

              １２番 宮永  誠 

              １３番 春山 豊茂 

              １４番  

              １５番 森 三江子 

              １６番 重原 明美 

              １７番 基山 美奈子 

４．欠席委員 １０番委員 

５．議事日程 

 第１ 議事録署名委員の指名 ２番委員・３番委員 

第２ 農地法第３条許可申請について（７件） 

第３ 農用地利用計画の変更申請に係る意見書について（１件） 

 第４ 農業経営基盤強化促進事業について（３件） 

６．農業委員会事務局員 

     事務局長    樺山明博 

     指導主幹兼次長 永島 均 

 

 

 



会議の概要 

事務局  おはようございます。定刻になりましたので只今から平成２８年第１１回伊仙

町農業委員会総会を開催いたします。 

     はじめに会長のご挨拶をお願いします。 

 

会 長  おはようございます。えーと、ま、サトウキビの方も確か、来月の８日頃から

工場の方が始まるという事を聞いておりますが、あー２２万トン強ぐらいあると

いう風な事を、ま、会社の方から聞いたんですが、非常に豊作という事で嬉しい

ことであります。 

     まああのーそしてま、ジャガイモの植え付け時期等で大変忙しい時期に入りま

したが、ま、雨がですね先月の２３日以降ぜんぜん降ってないという事でジャガ

イモの植え付けの方もですね非常に懸念されているようであります。 

     ま、それと、あのー、ま、日本全体のことでありますがＴＰＰ、ま、環太平洋

連携協定というんですかね、これがまた、あのー・・・・・決まるという事でで

すね、特にあのー私どもあのサトウキビ、これはまあ、ある程度ま、例外と言い

ますか条件を付けるとか言っておられますが、あのー非常に懸念されているとこ

ろであります。特にサトウキビはあのー、品質ですね、まあ、あのー品質、加工

製品であるためにですね、あのー他の農産物と違ってですねほとんど外国ののも

変わりはないという事で、あのーま、２万円ちょっと強であのー出荷されている

ようでありますが全部これを関税を撤廃しますと、ま、４千円、５千円ぐらいの

価格らしいですね、その外は全部税金、特に関税をかけられてその関税から補わ

れて、ま、われわれに入っていることでありますので関税が全部無くなりますと

又、あの、ま、税金ですね他の方からの税金という形で入りますんで、ま、これ

国内、特に他の皆さんにとっては、ひじょうなおかしいんじゃないかというそう

いう意見も出てくる可能性もあります。ですから今後やっぱり色んな品質の違う

作物ですね、ま、ここじゃないとできないとか良質のものを作ってですねあの、

対抗していかなければ農業、島の農業事態もですね大変なことになるんじゃない

かなあと思います。えーまあ、今日は、協議がですね、あのー中間管理機構の事

業等でちょっと多いようですが、ひとつ又、よろしくお願いしたいと思います。

終わります。 

 

事務局  藤島会長ありがとうございます。本日は１６名中１５名の委員が出席しており

定足数に達しましたので総会は成立いたします。 

     それでは伊仙町農業委員会会議規則により議長は会長が務める事になっていま

すので以降の議事の進行は藤島会長にお願いします。会長よろしくお願いします。 

 



議 長  え、これより議事に入ります。まず日程第１、議事録署名委員及び会議書記の 

    氏名を行います。伊仙町農業委員会会議規則第１４条第２項に規定する、えー 

   議事録署名委員ですが議長から指名させていただく事にご異議ございませんか。 

  

【異議なし】 

 

議 長  それではですね、議事録署名委員は本日は、２番委員と３番委員にお願いしま

す、なお本日の会議書記にはですね事務局職員の樺山氏と永島氏を指名いたしま

す。 

     以上で日程第１を終わります。 

 

議 長  それでは日程第２の議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について

を議題に供します。 

     事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

事務局  はい、では説明いたします。 

   今月の農地法第３条許可申請は、1議案９件です。 

議案第１号について、受付番号７１号から受付番号７９号は所有権移転に関す

る件です。 

受付番号７１号については、譲受人は面縄在住で譲渡人は千葉県在住で、申

請農地は大字面縄外５筆の田と畑で面積は７１２７㎡となっています。申請事

由といたしましては使用貸借です。 

次に受付番号７２号については、譲受人は面縄在住で譲渡人は江戸川区在住

で、申請農地は大字面縄外４筆の畑で面積は３２４２㎡となっています。申請

事由といたしましては贈与です。 

次に受付番号７３号については、譲受人は伊仙在住で譲渡人も伊仙 在住で、

申請農地は大字伊仙の畑で面積は３０４８㎡となっています。申請事由といた

しましては使用賃借です。 

次に受付番号７４号については、讓受人は伊仙在住で讓渡人は大阪市在住で、

申請農地は大字伊仙の畑で面積は２７４３㎡となっています。申請事由といた

しましては経営拡張です。 

次に受付番号７５号については、譲受人は伊仙在住で讓渡人も伊仙在住で、

申請農地は大字伊仙外４筆の畑で面積は３４０６㎡となっています。申請事由

といたしましては贈与です。次に受付番号７６号については、譲受人は伊仙在

住で讓渡人も伊仙在住で、申請農地は大字伊仙の畑で面積は１２１１㎡となっ

ています。申請事由といたしましては贈与です。 



次に受付番号７７号については、譲受人は伊仙在住で讓渡人も伊仙在住で、

申請農地は大字伊仙外５筆の畑で面積は８０６０㎡となっています。申請事由

といたしましては贈与です。 

次に受付番号７８号については、譲受人は糸木名在住で讓渡人は伊仙在住で、

申請農地は大字伊仙外１筆の畑で面積は３４６１㎡となっています。申請事由

といたしましては経営拡張です。 

次に受付番号７９号については、譲受人は糸木名在住で讓渡人は徳之島町在

住で、申請農地は大字犬田布の畑で面積は１８２１㎡となっています。申請事

由といたしましては経営拡張です。 

受付番号７１号から受付番号７９号までは、別添の調査書にあるとおり農地

法第３条第２項各号には該当しないため許可要件のすべてをみたしていると

考えます。以上で議案の朗読及び説明をおわります。 

 

議 長  えー農地法第３条許可申請についてまあ、只今の説明に関連しましてですね、

えー担当委員から、あのー現地調査の結果等についてお願いしたいと思います。 

     なお、７１号・７２号についてはですね関連しますので同時にお願いしたいと

思います。 

 

９ 番  おはようございます。農地法３条許可申請７１・７２号を一括してご説明致し

ます。先日５番委員と共に調査した結果、７１号は、畑総で７２号は、キビを作

っています。農地法３条２項各号に抵触いたしませんので皆様のご審議よろしく

お願いします。 

 

５ 番  農地法第３条７１号・７２号について只今９番委員のご説明のとおりです。 

    皆様のご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それではですね、えー質疑に入りたいと思いま

す。７１号について何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議ないという事でありますので、あのー賛成の方、挙手お願いしたい

と思います。 

 

【全員挙手】 

 



議 長  はい、全員賛成という事で７１号については申請書のとおりで決定を致します。 

    えー続きまして７２号について何かご意見ございませんか。 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、それでは賛成に方、挙手お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、７２号についても原案のとおり決定をいたし

ます。えー続きましてですね７３号・７４号について現地調査の結果等について

担当委員の方からお願いしたいと思います。 

 

１３番  えー３条申請７３号・７４号一括して説明いたします。えー先日１０番委員と

二人で調査しましたところ７３号につきましてはえー、譲渡人と譲受人は兄弟で

ございまして、弟から姉への、あー、弟の畑を姉が借りるという事でございます。 

     えーそれで何ら問題は無いと思います。 

    えーそれから７４号につきましてはえー、ま、あの譲受人と譲渡人も又、叔母と

姪っ子の関係でございまして、えー叔母から姪っ子に譲渡という事でございます

が、えー申請書に記載されているとおり経営規模の拡大を図る為で何ら問題は無

く農地法３条２項各号に抵触していませんので皆様方のご審議をよろしくお願い

いたします。えーと、あの、畑の状況といたしましては、あー、７３号・７４号

共にサトウキビ畑でございます。えっと、それから、１０番委員はちょっと具合

が悪くて今日は欠席という事でございます。以上です。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それではあのー７３号について質疑に入りたい

と思います。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので、えーそれでは賛成の方、挙手お願

いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  全員賛成という事で７３号については原案のとおり決定をいたしました。 

    続きまして７４号について、えー、質疑に入りますが何かご意見ございませんか。 



 

【質疑・意見なし】 

議 長  異議がないという事でありますので賛成の方、挙手お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、７４号についても原案のとおり決定をいたしました。えー続きましてで

すね７５号・７６号・７７号についてですね、えー現地調査結果等について担当

委員の方からお願いしたいと思います。 

 

４ 番  はい、えー７５号から７７号まで一括して説明いたします。えー３番委員と調

査しました結果、えー７５号は親から子へ、えー７６号は叔母から甥へ、７７号

もこれは、親から子への贈与でした。で、すべてあのー、作物が、えーキビを植

えられており、えー、境界等も何ら問題ありませんでした。以上です。 

 

３ 番  え、７５号・７６号・７７号につきましては只今４番委員のご説明のとおりで

ございます。皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それではですね７５号について質疑に入りたい

と思います。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、それでは、あー７５号について採決します。うー賛成の方、挙手お願い

します。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  全員賛成ということで７５号については原案のとおり決定をいたしました。 

    えー続きまして７６号について、えー質疑に入りたいと思いますが何かご意見ご

ざいませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議無いという事でありますので、えー採決をしたいと思います。賛成

の方、挙手お願いします。 



 

【全員挙手】 

議 長  はい、全員賛成という事で７６号については原案のとおり決定をしました。 

    続きまして７７号について質疑に入りたいと思います。何かご意見ございません

か。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、えーそれでは、採決をしたいと思います。賛成の方、挙手お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、ありがとうございます。全員賛成という事で７７号については原案のと

おり決定を致しました。えー続きまして７８号についてですね、現地調査結果等

について担当委員の方からお願いをしたいと思います。 

 

２ 番  はい、７８号について説明いたします、先日４番委員と現地を調査しまして、 

    えー現在あのー１反ちょっとぐらいが、ま、なんか昔資材置き場してあった感じ

で、あとは、残り２反ちょっとはサトウキビが植えてあります。えーここは、畑

総もしてありません。それで将来、牛舎を作るという事で購入したみたいで何ら

問題ないかと思われます。えー、皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 

 

４ 番  はい、７８号は、只今、２番委員のご説明のとおりでございます。皆様方のご

審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それでは、７８号について質疑に入りたいと思

います。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、それでは、あの、採決いたしたいと思います。７８号について賛成の方。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事で７８号については原案のとおり決定をいたしました。

えー続きまして７９号についてですね、えー、担当委員の方から現地調査結果等



についてお願いしたいと思います。 

 

２ 番  はい、では７９号について説明いたします。えー先日６番委員と現地を調査し

まして、えー現在、あのーサトウキビが植えてあります。何ら問題ないかと思わ

れます、えーちゃんとあのー境界もしっかりしてます、皆様方のご審議よろしく

お願いします。 

 

６ 番  はい、７９号につきましては只今、２番委員のご説明のとおりでございますの

で皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それでは、あの、７９号について質疑に入りた

いと思いますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  ないという事で、えー採決をしたいと思います。７９号について賛成の方、挙

手お願いします。 

 

議 長  全員賛成という事で７９号については原案のとおり決定をいたしました。えー

以上で農地法第３条の許可申請ついてを終わりたいと思います。 

     続きまして農地法第５条の許可申請についてを議題に供したいと思います。 

    えー・・・事務局より朗読と説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局  はい、今月の農地法第５条申請は１議案１件です。受付番号５号について説  

し ま す 。 申 請 人 Ｉ 氏 は 一 般 住 宅 を 建 設 す る 為 で す 。               

面積については３５７㎡となっています。申請地は喜念の集落内で周辺は住家が

多数あり電気、水道などの設備も整っており他の畑に何ら支障ないものと思われ

ます。以上で議案の朗読及び説明を終わります。 

 

議 長  えーそれでは、農地法第５条許可申請について、受付番号５号についてですね

現地調査結果等について担当委員の方からお願いしたいと思います。 

 

１１番  はい、農地法第５条許可申請５号についてご説明致します。先日１２番委員と

調査いたしました結果、先ほどの説明のとおり、あの、一般住宅の建築という事

で、あのー今現在は、更地になっております。えー、周りもまた、あのー、家が

密集したりしていて何ら問題はないかと思われますので皆様方のご審議よろしく



お願いいたします。 

 

１２番  はい、農地法５条許可申請５号につきましては、只今１１番委員のご説明のと

おりでございますので皆様方のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。えーそれではですね、５条の許可申請について、

受付番号５号について質疑に入りたいと思いますが、何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、それでは、あの、採決をしたいと思います。５号について賛成の方、挙

手をお願いします。 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、えー、知事への意見書の発送を行いたいと思

います。えー続きまして農業経営基盤強化促進事業についてを議題に供したいと

思います。うー事務局より朗読と説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局  はい、今月の農業経営基盤強化促進法第１８条第 1 項の規定による案件 1 議案

１件です。受付番号２９号は地権者から賃借人に直接権利を設定する件です。      

面積についてはお手元の資料のとおりで経営面積、従事日数など農業経営基盤強

化促進法第 18条第 3項の規定の要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗

読及び説明を終わります。 

 

議 長  えー、農業経営基盤強化促進事業について、受付番号２９号についてですね、

担当委員の方から現地調査結果等についてお願いしたいと思います。 

 

８ 番  はい、それでは２９号について説明いたします。先日２番委員と調査した結果、

申請書のとおり何ら問題ありませんので皆様方の審議よろしくお願いします。 

     今、現在かぼちゃとバレイショ植える準備している、かぼちゃを植えてありま

す。 

 

２ 番  はい、只今８番委員の説明のとおり何ら問題ないかと思われます。皆様方のご

審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。２９号について質疑に入りたいと思います。何



かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事ありますので、えー、採決をしたいと思います。 

    賛成の方、挙手お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事で、えー２９号についてはですね原案のとおり決定を

致したいと思います。 

     え、えー続きまして農用地利用計画の変更申請に係る意見書の作成についてを

議題に供したいと思います。えー、事務局より朗読と説明をお願いしたいと思い

ます。 

 

事務局  はい、えー、今月の農用地利用計画の変更申請に係る意見書の作成については

１議案１件です。受付番号７号について説明いたします。申請人伊仙町はリース

用住宅建設の為です。面積については１０４８㎡となっています。場所について

は小島集落内で、現在は畑で周辺に住家もあり電気、水道などの設備も整ってお

り何ら問題ないと思われます。以上で議案の朗読及び説明を終わります。 

 

議 長  はい、それでは、農用地利用計画の変更申請に係る意見書の作成について受付

番号７号についてですね、えー担当委員の方から、あー、調査結果等についてお

願いしたいと思います。 

 

８ 番  はい、それでは７号について説明いたします。先日２番委員と二人で調査した

結果申請書のとおり何ら問題ありませんので皆様方の審議よろしくお願いいたし

ます。 

 

２ 番  はい、只今、８番委員のご説明のとおり、現在更地になっています、皆様方の

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。７号について質疑に入りたいと思います、何か

ご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 



 

議 長  はい、それでは、異議ないという事でありますので採決をしたいと思います。 

     ７号について賛成の方、挙手お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成ということですね、７号については、あー、えー、えーと、許

可相当という事ですね、意見書を送付したいと思います。 

     えー、続きましてですね、現況証明願いについてを議題に供したいと思います。

えー、事務局より朗読と説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局  はい、今月の現況証明願いは１議案２件です。受付番号９号について説明いた

します、畑から宅地への地目変更です。証明願い出人は奈良県在住で土地は大字

伊仙で面積は５５５㎡です。現況といたしましては住家が建っている状況です。

次に受付番号１０号について説明いたします。証明願い出人は伊仙在住で土地は

大字伊仙で面積は５．２９㎡です。 

現況といたしましては町道指定道路向里３号線となっています。      

以上で議案の朗読及び説明を終わります。 

 

議 長  はい、それではですね現況証明願いについて、受付番号９号について、現地調

査結果等について担当委員からお願いしたいと思います。 

      

１０番  えー現況証明願い９号について説明を致します。えー先日１３番委員と二人で

調査しましたところ、えー申請地は、エー古民家が建っており、えー現況は、宅

地です。えーそれで、えー申請書に記載されているとおり、えー地目変更しても

何ら問題はないものと思われますので、えー皆様方のご審議をよろしくお願いい

たします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。えー受付番号９号について、えー質疑に入りた

いと思いますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、それではですね採決をしたいと思います。９号について賛成の方、挙手

お願いします。 

 



【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事で、えー、９号についてはですね申請書のとおり決定

を致したいと思います。えー続きまして受付番号１０号についてですね、えー担

当委員の方からお願いしたいと思います。 

 

４ 番  はい、１０号につきまして説明いたします。えー３番委員と先日調査した結果、

えー今、ローズ畑なんですけども、それを、えー、５，２９㎡を、えー町の方へ

えー、寄付をするという状況でした、えー、そうすることによって道が広がり、

えー交通の便もよくなると思います。以上です。 

 

３ 番  え、１０号につきましては、只今、４番委員のご説明のとおりでございます。

皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長  はい、１０号についてですね質疑に入りたいと思います。何かご意見ございま

せんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  えーと、それでは１０号について採決したいと思います。賛成の方、挙手お願

いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、ありがとうございます。全員賛成という事でですね、１０号については

申請書のとおり決定を致したいと思います。                   

     えーと、続きましてですね農地中間管理事業についてを議題に供したいと思い

ます。えっと、事務局からですね、あのー、朗読と説明をお願いしたいと思いま

す。一括してお願いします。 

 

事務局  え、農業経営基盤強化促進事業、農地中間利事業の方に土地を預ける分につい

て一括して説明させていただきます。今、上がっているのが４４件ございます。

借り受ける利用設定うける者はすべて鹿児島県地域振興公社の方に預けます。 

     設定する者は、この記載されているとおりですね、で、借り受け期間としてそ

れぞれ、えー、５年だったり、１０年だったりという部分もあるんですけれども、

それについては、又、あの、相続等が発生している件については、基本的には５



年しか機構に貸し付けることができない状況になっておりますので、えー何件か、

え、１０年のものもあり、５年のものもこの中にはございます。借り受けるもの

設定を受けるもの公社から又ですね１月、２月の総会で公社から又、利用権設定

をおー、耕作者の方に貸し出すという事で又一度この総会に掛ける計画になって

おります。以上です。 

 

議 長  えーと、それではですね、農業経営基盤強化促進事業について、農地中間管理

事業についてを議題に供したいと思います。えー受付番号ですね、えー１号から

６号までえー、関連しますので、えー担当委員の方からですね、えー現地調査の

結果についてお願いしたいと思います。 

 

１１番  はい、農業経営強化促進事業、えーと、あのー農地中間管理事業という事で、

あの今回は経済課にもご協力いただきまして、あの先日、あの１２番委員と調査

いたしました。えーと、その結果、１号から、あの６号まで一括してご説明致し

ます。えー１号につきましてはバレイショが主です。２号につきましてはサトウ

キビ、３号につきましてはサトウキビとバレイショですね、そして４号につきま

してはサトウキビ、５号につきましてもサトウキビ、６号がバレイショ植え付け

予定とそのような状況になっております。皆様方のご審議をよろしくお願いいた

します。 

 

１２番  はい、１号から６号まで只今、１１番委員のご説明のとおりでございますので

皆様方ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それではですね１号から６号まで、えー、質疑

に入りたいと思いますがそれぞれの各号でご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので、えー１号から６号まで採決したい

と思います。賛成の方、挙手お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、１号から６号まで原案のとおりですね決定を

致しました。えー続きましてですね、７号から、あー、１２号までですね現地調

査結果等について担当委員の方からお願いをしたいと思います。 



 

５ 番  ７号から１２号まで説明いたします。先日９番委員と、あと経済課の経済課Ｏ

さんと一緒に、えー調査した結果、７号はジャガイモとサトウキビ、えー８号は

サトウキビ、９号がサトウキビ、１０号がサトウキビとジャガイモ、えー１１号

がサトウキビ、かぼちゃ、ジャガイモ、あとローズ、１２号ジャガイモ、以上で

す。 

 

９ 番  只今、５番委員の説明のとおりでございます。皆様のご審議よろしくお願いい

たします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。７号、８号、９号、１０号、１１号、１２号に

ついてですね質疑に入りたいと思います。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  異議がないという事でありますので採決したいと思います。７号から１２号ま

で、えー賛成の方、挙手お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  全員賛成ということですね、えー７号、８号、９号、１０号、１１号、１２号

について原案のとおり決定を致しました。えー続きましてですね１３号、１４号、

１５号、１６号、１７号、１８号についてですね、えー現地調査の結果等につい

て担当委員の方からお願いしたいと思います。 

 

１５番  はい、１３号から１８号について一括でご説明致します。先日１番委員ととも

に調査した結果、何の問題もなく申請書のとおりでございます。皆様方のご審議

よろしくお願いします。えっと、１３号は、えっと、一筆がキビで三筆がジャガ

イモになってました、で、あのー、１４号が、んーと、二筆で一筆がジャガイモ

で、その一筆は、えっと、ジャガイモとキビが半分づつ植えられています。それ

と１５号が二筆ともキビになっています。で１６号が、えっと一筆がジャガイモ

で２ヵ所がキビになっています。１７号が一筆がキビで２筆がジャガイモ、で１

８号が三筆ともジャガイモが植えられている状態です。よろしくお願いします。 

 

１ 番  はい、えーと１３号から１８号まで１５番委員から説明のあったとおりですね 

    えー、でございます。 



 

議 長  それでは、あの、何か１８号まで、えー、質疑に入りたいと思いますが何かご

意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、えー採決をしたいと思います。１３号から１８号賛成の方、挙手をお願

いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、ありがとうございます。全員賛成という事でですね、えー、１３号から

１８号までは原案のとおり決定を致しました。あー続きましてですね、えー１９

号、２０号、２１号、２２号、２３号、おー、２４号、おーまでですね、えー、

担当委員の方から調査結果等についてお願いしたいと思います。 

 

１３番  えー促進事業１９号から２４号まで一括して説明いたします。えー先日、１０

番委員と二人で調査しましたところ、えー申請書に記載されているとおり、えー、

でございます。なんら問題は無いと思われますので皆様方のご審議をよろしくお

願いいたします。えーそれとですね、畑の状況といたしましては２１号以外はサ

トウキビ畑でございます。えー２１号については、あのー五筆あるんですが三筆

はサトウキビ畑、あとの二筆はきれいに今耕していますが、あのー、馬鈴薯を植

え付けるという事でございます。以上です。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。１９号からですね２４号について質疑に入りた

いと思いますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、えー異議がないという事でありますので採決に入りたいと思います。１

９号から２４号について賛成の方、挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成ということでですね、えー１９号から２４号まで原案のとおり

決定を致しました。えー続きまして２５号から２９号についてですね担当委員の



方から現地調査の結果等についてお願いしたいと思います。 

 

３ 番  はい、農業経営基盤強化促進事業、２５号から２９号まで説明をしたいと思い

ます。先日４番委員と経済課Ｏさん立ち合いのもと調査した結果申請書のとおり

何の問題もなく、えー問題ありませんでしたので皆様方のご審議よろしくお願い

いたします。 

 

４ 番  只今、えー３番委員のご説明のとおりでございます。皆様方のご審議よろしく

お願いいたします。すべてサトウキビです。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それではですね、えー２５号から２９号につい

て質疑に入りたいと思いますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので採決に入りたいと思います。２５号

から２９号について賛成の方、挙手お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事で２５号から２９号まで原案のとおり決定を致しまし

た。続きましてですね受付番号３２号、３３号、３５号、３６号についてですね、

えー担当委員の方から調査結果等について、えーご説明をお願いしたいと思いま

す。 

 

７ 番  えー、農業経営基盤強化促進事業、えー受付番号３２号、３３号、３５号、３

６号について、ご説明致します。えー先日１６番委員と調査した結果、何ら問題

ないと思われますので皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 

     でー、３２号、３３号は、あー、サトウキビです。で、３５号の三筆あって一

筆がキビ、一筆ローズ、えー一筆は、あーバレイショを植える予定、で３６号は、

えー半分はキビを植えてあって、あとは、残りはバレイショを植える予定です。    

審議よろしくお願いいたします。 

 

１６番  強化促進事業第３２号、３３号、３５号、３６号、只今、７番委員のご説明の

とおりでございます。皆様のご審議よろしくお願いいたします。 

 



議 長  はい、ありがとうございます。３２号、３３号、３５号、３６号についてです

ね、えー質疑に入りたいと思います。何かご意見ございませんか。 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので採決をしたいと思います。えー３２

号、３３号、３５号、３６号について賛成の方、挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、３２号、３３号、３５号、３６号ついては原

案のとおり決定を致しました。え、続きまして、んー、３７号から４２号につい

てですね現地調査結果等について担当委員の方からお願いしたいと思います。 

 

８ 番  はい、３７号から４２号まで一括して説明いたします。申請書のとおり何ら問

題ありませんので皆様の審議よろしくお願いいたします。で、３７号はキビ、３

８号もキビ、３９号バレイショ、あ、失礼３８号がバレイショです、３９号はキ

ビ、４０号もキビ、からー・・・４１号がバレイショ、４２号がキビです。 

 

２ 番  はい、只今、８番委員の説明のとおり、えー全部畑総されている所でして、今、

ご説明のとおり、えーですので皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それではですね、えー３７号から４２号につい

て質疑に入りたいと思います。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事であります。それでは採決をしたいと思います。  

えー３７号から４２号について賛成の方、挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、ありがとうございます。全員賛成という事ですね、えー３７号から４２

号までは原案のとおり決定を致しました。あー続きましてですね、えー４３号か

ら４７号についてですね、現地調査結果等についてお願いしたいと思います。 

 

６ 番  はい、４３号から４７号まで一括してご説明致します。先日１７番委員と共に



調査した結果、申請書のとおり何ら問題ないと思われます。えー現状といたしま

して４３号がキビ、バレイショ、４４号キビ、バレイショ、えー４５号、キビ、

バレイショ、一筆がローズ、そして４６号につきましてキビが三筆、そしてバレ

イショが三筆、ローズが二筆かな、ん、です。えっと４７号につきましては、え

ー、一筆がバレイショ、二筆が・・・・４７号については二筆ともキビ畑です。

植え付けされております。以上です。 

 

１７番  ４３号から４７号につきましては只今６番委員のご説明のとおりでございます。

皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それではですね４３号から４７号について質疑

に入りたいと思います。えーご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  異議がないという事でありますので採決に入りたいと思います。４３号から４

７号について賛成の方、挙手お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、４３号から４７号について原案のとおり決定

を致しました。えー以上でですね、えー・・・えー総会を閉じたいと思います。 


